
船舶事故等調査報告書 

平成２４年１１月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２広第１４５号 

事故等種類 衝突（錨索） 

発生日時 平成２４年６月１日 １７時２０分ごろ 

発生場所 鳥取県鳥取市船
ふな

磯
いそ

漁港 

 鳥取市所在の船磯港第２東防波堤灯台から真方位１９４°２２０ｍ

付近 

 （概位 北緯３５°３１.３′ 東経１３４°０１.２′） 

事故等調査の経過  平成２４年８月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 作業船 第二やまこう丸、９.１トン 

   ２７３－１１５８６鳥取、やまこう建設株式会社 

Ｂ 浚渫船 第十二やまこう号、約６１５トン 

   なし、やまこう建設株式会社 

Ｃ 漁船 第２海栄
かいえい

丸、３.８トン 

   ＴＴ３－７６０７（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ 船首部のたつが折損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、浚渫作業を終えてＢ船をえい
．．

航して船磯港第２東防波堤基部付近の係留場所に接近後、Ｂ船の着岸

作業に掛かるため、Ｂ船とのえい
．．

航索を解いて右転を開始し、平成２

４年６月１日１７時２０分ごろ、船首錨を投入して岸壁に係留してい

たＣ船の錨索側を１０数ｍ隔てて通過したとき、Ａ船のプロペラガー

ドがＣ船の錨索に衝突して引っ掛かった。 

Ａ船は、船長Ａが錨索を引っ掛けたことを知らずにＢ船の舷側に向

けて右転を続けていたところ、Ａ船に引っ張られたＣ船の錨索が緊張

し、同錨索の末端が係止されていたＣ船船首部のたつを折損した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 低潮時 

 その他の事項 

 

 Ａ船の喫水は、船首が約０.５ｍ、船尾が約１.６ｍであった。 

 船長Ａは、Ｃ船から１０数ｍ離れていたので、同船の錨索を問題な

く通過できると思っていた。 

Ｃ船は、本事故の約２週間前からふだんの係留場所付近の浚渫工事



が始まったので、操業後、他の漁船と共に船磯漁港の北方に面した物

揚岸壁に移動して船尾を岸壁に向けて係留していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ船は、船磯漁港岸壁においてＢ船の着岸作業中、船長Ａが、えい
．．

航索を解いてＢ船の舷側に向かった際、船首錨を投入して岸壁に係留

していたＣ船の錨索側から１０数ｍ離れていたので、同船の錨索を問

題なく通過できるものと思って右転を続けたことから、Ａ船のプロペ

ラガードがＣ船の錨索に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、船磯漁港岸壁においてＢ船の着岸作業中、船長

Ａが、えい
．．

航索を解いてＢ船の舷側に向かった際、船首錨を投入して

岸壁に係留していたＣ船の錨索側から１０数ｍ離れていたので、同船

の錨索を問題なく通過できるものと思って右転を続けたため、Ａ船の

プロペラガードがＣ船の錨索に衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・岸壁に係留した船舶の錨索付近を通過するときは、錨索の長さを

考慮して同船から距離を十分に取り、また、減速して錨索の状況

を確認すること。 

 

 

 

 




